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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「当社は科学技術を通じて最先端テクノロジーの発展に貢献し、人々に『ゆとり創造』を実現する」という経営理念の下、

研究開発型企業として最先端産業向けの化学薬品の開発、製品応用技術の開発、機能性の探求に経営資源を集中することにより

企業価値の増大・最大化を行い、株主等多様なステークホルダーに貢献することがコーポレート・ガバナンスの基本目標であるとの

認識の下で、経営執行の透明性の確保と内部統制体制の強化、コンプライアンスに始まる危機管理の徹底を行うこと等により、

公正かつ効率的な経営を迅速に行ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

以下の項目については2021年６月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【原則3-1-3】　サステナビリティに関する取り組み等　

(ⅰ)サステナビリティに関する取り組み

当社は、ESGに対する取り組みを重要な経営課題として認識するとともに、高純度化学薬品を

開発・製造・販売する企業として「化学物質が環境に与える影響の大きさ」を正しく認識し、

事業活動につなげることとしております。

これらの取り組みはSDGsハンドブックとして当社HPに掲載しておりますが、

（http://www.trichemical.com/sdgshb.html）

今後TCFDの枠組みに沿ってリスクと機会の特定を行い、その結果を統合報告書等において

具体的な数値を伴う行動目標として落とし込んでいきたいと考えております。

(ⅱ)人的資本への投資

当社は1978年12月の設立以来、「科学技術を通じて最先端テクノロジーの発展に貢献し、

人々にゆとり創造を実現する」の社訓の下、1980年初頭には時短勤務、休日数増に取り組むとともに

賃金体系と評価制度を中心とする人事制度の改善を継続して行うことや、忌憚なく意見の出しあえる

風通しの良い会社組織・風土を醸成するために様々な施策を講じてまいりました。

これらの取り組みの結果、当社の離職率は過去5年平均で2.66%(過去10年でも3.13%)となっております。

当社の化学薬品は、ニッチな技術の蓄積により、少量・多品種・高純度という特徴を有しておりますが、

これらを高いレベルで可能とし、さらなる成長を図るためにも、社員の定着率の高さによる

技術・ノウハウの蓄積と深掘りが寄与するところは非常に大きいと考えております。

(ⅲ)知的財産への投資

当社グループの事業分野に関する知的財産権については、特許権を取得しております。

当該知的財産は種々の社内ノウハウと密接不可分の関係にあり、容易に模倣出来ないものも多くあります。

他方、当社グループとして第三者の知的財産権を侵害しないよう入念な事前調査を行うとともに、

従業員に発明者としての権利を保証して発明を奨励し、得られた特許権を活用することにより、

社業の発展に資することを目的とした職務発明審査会を社内に設置し、技術力の強化を図っております。

【原則4-2-1】　経営陣の報酬

当社の報酬は、現在固定的な基本報酬及び年次業績に連動する賞与から構成されており、中長期的な業績連動報酬や

自社株報酬等は導入しておりません。今後必要に応じて検討していきたいと考えております。

【原則4-10-1】 任意の仕組みの活用　

当社は、取締役候補者・監査役候補者の指名や報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、

コーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として指名・報酬委員会を設置しております。

２　指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた以下に掲げる事項について審議し、その結果を取締役会に対して答申を行います。

（１）取締役・監査役候補者の選任基準の決定・変更に関する事項

（２）取締役・監査役候補者の選任に関する事項

（３）取締役の役位・役職の選解任に関する事項

（４）取締役の管掌に関する事項

（５）代表取締役の後継者育成に関する事項

（６）代表取締役に緊急事態が生じた場合の継承方針

（７）取締役・監査役の報酬方針の決定・変更に関する事項



（８）取締役の報酬水準に関する事項

（９）その他指名・報酬について諮問を受けた事項

指名・報酬委員会は、代表取締役(２名)及び独立社外取締役により構成され、

独立性を担保するため,議長は独立社外取締役を選定することとしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】　いわゆる政策保有株式

当社の持続的な企業価値向上のため、当社の経営戦略及び取引・協力関係等の維持・強化等を総合的に勘案し、

他社の株式を保有することがあり、定期的に保有状況とその経済合理性を判断し,当社の持続的な企業価値向上に

資すると認められない場合には売却等による縮減を行うこととしております。

また、政策保有株式の議決権についても、当社の持続的な企業価値向上に資するかを中心に行使についての判断を行っております。

【原則1-7】　関連当事者間の取引

当社は、取締役会規程において、会社と取締役間の取引及び利益相反取引、並びに競業取引を行う際には

取締役会の承認事項とするとともに、その経過は取締役会報告事項としております。

【原則2-4-1】　中核人材の登用等における多様性の確保　

当社は、性別・年齢・国籍等を問わず、多様かつ優秀な人材を積極的に採用・育成するとともに、

公正な評価をもって中核人材として登用することが会社の発展に必要不可欠であると考えております。

なお、当事業年度における女性・外国人・中途採用者の管理職比率及び今後の目標値は以下の通りです。

女性管理職の比率：10.7％　目標値(2030年まで)：女性社員比率と同水準まで※現状は17%

外国人管理職の比率：7.1%　目標値(2030年まで)：10%

中途採用者管理職の比率：25.0%　目標値(2030年まで)：現状維持

さらには、多様な人材が働ける環境を整えるため、当社は定時を16：30としているほか、

有給休暇以外に年間10日の長期休暇制度、フレックスタイム制度、在宅勤務等、柔軟な働き方を支援する制度を

整備するとともに、管理職等に向けた各種の研修等により、お互いを尊重し、活かす企業風土を醸成するための

人材育成を推進しています。

【原則2-6】　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社は、企業年金基金制度を導入していないため、アセットオーナーとして企業年金の積立等の運用に

関与しておりませんが、従業員に対して確定拠出年金制度等にかかる資産運用に関して教育研修の

実施等を行うこととしております。

【原則3-1】　情報開示の充実

(ⅰ)経営理念

上記「1．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

上記「1．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(ⅲ)取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き

当社役員に対する報酬制度は、株主との価値共有や役職員の経営意識を高め、

企業価値向上に向け、経営陣の業績責任を明確にできるものであること、

持続的成長に向けたインセンティブとして機能するものであること、役割と責務を遂行するに

相応しい優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であることを基本方針としており、

取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において

審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。

また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、

職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての方針と手続き

取締役候補者については、当社の事業の継続的な成長に資することのできる知識や経験を有する人物であること、

高い倫理観と品格を有する人物であることを基本とし、社外取締役と代表取締役からなる

指名・報酬委員会において審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。

監査役候補者については、豊富な経験及び知識を有し、中立の立場から客観的な監査をすることができること、

高い倫理観と品格を有する人物であることを基本とし、代表取締役が監査役会と協議を行い、監査役会の

同意を経たうえで、取締役会の決議により決定しております。　

また、役員の職務執行において、不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、またはその選任要件に照らし

適格性を欠くに至った場合には、取締役会で議論のうえ、解任議案の決議を行い、株主総会へ付議いたします。

（ⅴ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明

当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

http://www.trichemical.com/c03_08.html

【原則4-1-1】　経営陣に関する委任の範囲及びその概要

当社取締役会は法令・定款に定める事項のほか、取締役会規程及び職務権限に定める事項を決議し、その決議事項及び

その他の業務については各担当執行役員がその業務を執行し、取締役会はその執行状況を監督しております。

【原則4-9】　独立社外取締役の独立性判断基準

当社は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと



判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。

１．当社及び当社の子会社、関連会社（以下、「当社グループ」）の業務執行者又は過去10年間において

当社グループの業務執行者であった者

２．当社の現在の主要株主又はその業務執行者

３．当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

４．当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

５．当社又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

６．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士

　等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、

会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）

７．当社グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である

　場合は、当該団体の業務執行者）

８．当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者

10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は

二親等以内の親族

11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと

合理的に判断される事情を有している者

【原則4-11-1】 取締役の選任

当社では事業規模に応じ、幅広い分野から、豊富な専門知識や経験を有する取締役を選任するとともに、

外部の公正かつ中立的な社外の立場から、積極的に問題提起を行うことのできる複数の社外取締役を

選任することを基本方針とし、定款の定めに基づきその定員を10名以内としております。

また、定時株主総会の招集ご通知において各取締役の知識・経験・能力等を一覧化した

スキルマトリックスを開示しております。

詳細につきましては当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

http://www.trichemical.com/c03_08.html

【原則4-11-2】　役員の兼任状況

取締役・監査役の重要な兼職状況に関しましては、株主総会招集ご通知、有価証券報告書等を通じて開示を行っております。

【原則4-11-3】　取締役会の実効性評価

１．評価目的

当社は 、事業活動を通じ、企業 価値の増大・最大化を行い、株主等多様なステークホルダーに貢献す

るために、適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めており、取締役会が期待される役割を実

効的に発揮できるよう、毎年、取締役会の実効性を分析ならびに評価することとしております。

２．評価の方法

評価は、取締役及び監査役を対象としたアンケートを行い、その集計分析結果について取締役会に

おいて審議を行っております 。アンケート は、当社の取締役会がその役割・責務を実効的に果たすうえ

で重要と考えられる事項（取締役会の構成と運営、戦略にかかる審議等 ）にかかる取締役及び監査役

の課題認識の有無を把握することを目的に、外部コンサルタントの知見を踏まえ実施しました。

そして、外部コンサルタントが集計した分析結果に基づいて、取締役会において審議を行いました結果、

３．評価結果の概要

評価の結果、当社の取締役会は、監督と執行の区分が図られ、社外役員と執行陣との間に相互に信

頼関係が構築され、忌憚なく議論する風土が醸成 されている点などが高く評価され、実効性が確保さ

れていることを確認しました。

一方で、さらなる実効性の向上のため、以下の事項について検討していくことといたしました。

　当社の持続的な成長に向け、取締役会の構成やサクセションについて議論を深めること

　人的資本について、ダイバーシティの推進についてモニタリングを行うこと

　サステナビリティをめぐる 課題について議論を深めること

　事業規模の拡大を踏まえ、グループ会社の管理や従業員意識についてモニタリングを行うこと

【原則4-14-2】　取締役・監査役に対するトレーニングの方針

取締役及び監査役に期待される役割と責務を適切に果たせるよう、外部機関による研修のほか、社内施設の見学・説明、取締役会メンバーに

加え、部長以上により構成される経営戦略会議への出席等を通じ、当社事業に対する理解促進の場を積極的に設けております。

今期はさらに自社の中長期的な成長の観点から取締役及び監査役として身に着けるべきスキルの検討を行い、

重点的にトレーニングを行っていきたいと考えております。

【原則5-1】　株主との建設的な対話に関する方針

当社のIR活動は、代表取締役社長を中心とし、総務部が各部門の協力を受けながら行っております。

決算説明会及び会社説明会は原則代表取締役社長もしくはCFOが行うこととしており、個別の面談においては経営陣幹部が行うことを

基本としております。

なお、対話において出された株主の意見や懸念、説明会のアンケートの結果等は社内で随時報告、共有を行っております。

また、インサイダー情報の漏洩防止の観点から各四半期決算発表前の一定期間はサイレント期間とし、業績に関する問い合わせに対する

回答をさし控える等、内部情報の適切な管理に努めております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 4,832,800 14.87

竹中　潤平 4,163,840 12.81

（株）日本カストディ銀行（信託口） 4,049,900 12.46

（株）山梨中央銀行 1,400,000 4.30

トリケミカル研究所従業員持株会 860,100 2.64

齋藤　隆 400,040 1.23

GOVERNMENT　OF　NORWAY 372,041 1.14

ＳTATE　STREET　BANK　WEST　CLIENT－TREATY　505234 370,100 1.13

菅原　久勝 323,000 0.99

太附　聖 305,400 0.93

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 1 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

神　毅 弁護士

橋本　利久 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

神　毅 ○ ―――

当該取締役は、弁護士の資格を有しており、企
業法務に関する深い知見と経験を有しているこ
とから、社外取締役としての職務を適切に遂行
可能であるものと判断し、選任しております。

また、東京証券取引所が定める一般株主と利
益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該
当しておらず、独立性を有しております。



橋本　利久 ○ ―――

当該取締役は、弁護士の資格を有しており、直
接企業経営に関与された経験はありません
が、弁護士としての専門的な知識・経験等を基
に、社外の独立した立場から社外取締役とし
て、当社及び当社グループの経営の透明性の
確保及びコーポレートガバナンスの一層の強
化等に大いに貢献していただけると判断し、選
任しております。

また、東京証券取引所が定める一般株主と利
益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該
当しておらず、独立性を有しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 2 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 2 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、客観的かつ公正な視点から取締役会の人事及び取締役・監査役の報酬に関する事項について

取締役会に対し答申を行う任意の諮問機関として、指名・報酬委員会をおいております。

指名・報酬委員会は、現在代表取締役２名(竹中潤平・太附聖)及び独立社外取締役(神毅)により構成されております。

なお、指名・報酬委員会の議長は委員の投票により独立社外取締役の中から選出されることとしており、

現状では独立社外取締役　神毅が議長に就いております。

なお、委員会の権限及び役割等の詳細につきましては「1．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおりであります。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では、内部監査室、会計監査人及び監査役会が相互に連携して、内部統制の管理をしております。

内部監査室については社長直轄の組織であり、提出日現在２名体制により、業務体制にかかる監査を行うとともに、

監査役より助言、指導を受けており、内部統制の情報の共有化及び実効性の確保に努めております。

また、会計監査人による会計監査については、会計監査人と内部監査室及び監査役会が、監査内容や課題について

共通認識を深めるために情報交換を積極的に行っております。

監査役会は提出日現在、社外監査役２名を含む３名で構成されており、監査役会で定めた監査方針に基づき、

重要な会議に参加するほか、取締役及び各統括部長・部長等から営業・開発等の報告を受け、また、各部での実査、

重要書類の閲覧等を行い、業務監査並びに会計監査について取締役の職務遂行を監視する体制を整えております。

社外監査役の選任状況 選任している



社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

梅沢　宣喜 他の会社の出身者

萩原　道明 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

梅沢　宣喜 ○ ―――

当該監査役は、大学・公的研究機関の事務責

任者を歴任しており、財務及び会計に関する深

い知見を有していることから、社外監査役とし

ての職務を適切に遂行可能であるものと判断

し、選任しております。

また、東京証券取引所が定める一般株主と利

益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該

当しておらず、独立性を有しております。

萩原　道明 ○ ―――

当該監査役は、長年にわたる様々な業務経験

を有し、その経験、見識から社外監査役として

の職務を適切に遂行可能であるものと判断し、

選任しております。

また、東京証券取引所が定める一般株主と利

益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該

当しておらず、独立性を有しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社は、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人を対象として、平成18年４月27日開催の定時株主総会及び

取締役会の決議に基づき、平成28年４月27日を行使期限とするストックオプション制度を導入しておりましたが、

同日をもって終了しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第45期における取締役及び監査役の報酬等の総額は、取締役（10名）に対し174,535千円(うち社外取締役2名に対し21,775千円）、

監査役（3名）に対し25,698千円(うち社外監査役2名に対し7,432千円）、合計200,233千円となりました。

なお、取締役（10名）の報酬額には、2022年4月27日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役6名、また同年９月２日に逝去
により退任した取締役１名を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員報酬体系は基本報酬と賞与からなっており、社外取締役・監査役の報酬につきましては、

客観的かつ独立的な立場から経営に関する監督を行うことができるよう、基本報酬のみとしております。

基本報酬は従業員平均等と比較して設定した取締役報酬としての基準額に、役割・職責に応じた指数を乗じて

金銭として支給しており、取締役報酬の制度、算定方式、個人別の報酬内容については、指名・報酬委員会により、

各人の業績・職位・職務等に応じて評価を行いながら審議及び答申を行い、取締役会で決定しております。

業績連動報酬に関しては、単年の業績に連動する報酬であり、当社グループの業績、特に

「安定した売上成長を図り、規模の拡大を目指しながらも、経営の効率化を推し進めることで

確実に利益をあげられる強靭な企業体質の構築に努める」という方針から、重視すべき経営指標としている

売上高及び営業利益の業績予想に対する達成度を考慮し、指名・報酬委員会において、

期初の業績予想に対する達成度及び対前期成長率や、経営環境等を勘案し、職務・職責に応じた

賞与の支給可否及び金額について審議及び答申を行い、取締役会で決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役、社外監査役に対しましては、取締役会並びに参加する会議体の付議事項、及び資料に関する事前の配布を行っております。

また、会社業務上の重要な案件、懸案事項及びその進捗等につきましては、取締役又は関連部門より適宜報告を行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決議、監督並びに監査をしております。

取締役会は、提出日現在、社外取締役1名を含む取締役3名で構成されており、全員が男性であります。

原則として月1回の定時取締役会を開催することとしており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する

重要事項を決定しております。

また、経営執行の公正性・透明性を図るために、常勤監査役1名及び社外監査役2名が出席し、取締役の職務遂行を監視しております。

さらには、必要に応じて執行役員を出席させており、業務執行、監督機能の充実を図っております。

執行役員は、代表取締役社長執行役員太附聖を含め６名となっており、取締役会に対し業務の執行状況及び

取締役会より委任された事項等の進捗等を報告するとともに、業務執行に係る戦略立案を行っております。

経営戦略会議は、取締役会の決定事項等を執行するために取締役・監査役・執行役員・各部門の部長以上の

職責の従業員で構成され、原則として月1回の経営戦略会議を行っており、業務執行の周知徹底を図っております。

監査役会は提出日現在、社外監査役2名を含む3名で構成されており、取締役会その他重要な会議に参加するほか、

原則として月1回の定例監査役会を開催しております。

また、取締役の指名報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の下に任意の

諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬は、指名・報酬委員会の答申を受け、

取締役会で決定しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、社外取締役及び社外監査役2名が取締役会及び経営戦略会議に参加し積極的に意見を述べる等、外部中立の立場から

重要な意思決定及び業務執行を監視しており、現状の体制により、適切な意思決定及び経営監視が有効に機能しているものと考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 第45期の招集通知は法定期限よりも7日早く発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は1月決算であることから、株主総会の集中日開催に関しては回避しているものと

考えております。

電磁的方法による議決権の行使 第41期の定時株主総会より採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第41期の定時株主総会より株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを
採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供 英文による招集通知（要約）を和文の招集通知と同時にTDnetで開示しております。

その他

株主総会において、事業報告をビジュアル化すること等により、分かり易い説明を心がけ
ております。

また、第44期の定時株主総会より、株主様向けにインターネットによる株主総会のライブ
配信を行っております。

さらに招集通知の発送日前に招集通知の内容を当社ホームページ上でも開示しておりま
す。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
年1回(10～12月頃)の開催のほか、時機に応じて会社説明会を開催しておりま
す。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期ごとに決算説明会を開催しております。

また、説明会動画につきましてはホームページにも掲載しております。
あり

IR資料のホームページ掲載
ホームページに専用ページを設置し、各種資料を掲載することと

しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部において担当しております。

その他
国内外の機関投資家と個別のミーティングを随時行っております。

また、決算資料につきましては英文のものも当社ホームページ上に掲載してお
ります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

株主及び投資家に対しては、インサイダー情報管理規程を定め、インサイダー取引の

未然防止に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
ISO14001環境マネジメントシステムにより、環境方針を定め、環境保全活動に努めており
ます。

その他
当社では、女性の活躍促進に向けて、仕事と育児の両立に向けた職場環境の整備に努め
ると

ともに、役職員の出産・育児や介護等をサポートするための諸制度を実施しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり業務の適正性を確保するための体制（以下、「内部統制」という）を整備することと

しております。

１．役職員の職務遂行が法令・定款に適合することを確保するための体制

企業倫理規程を制定し、コンプライアンス体制に係る規定を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

また、その徹底を図るため、コンプライアンス担当執行役員をその責任者として総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括するこ
ととし、

同部を中心に役職員への教育等を行う。

内部監査室は、総務部と連携し、コンプライアンスの状況について監査する。

これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

さらに、役職員がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかに総務部、常勤監査役又は顧問弁護士等に

通報（匿名も可）、報告する体制を構築する。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な取り扱いは行わない。

　２．取締役及び執行役員の職務遂行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　文書管理規程に従い、取締役及び執行役員の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下、「文書等」という。）に記録し、保存する。

取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

　３．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンス担当執行役員を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、総務部において、コンプライアンス、環境、災害、品質、

情報セキュリティ及び輸入管理等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、総括的に管理する。

新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を任命する。

　内部監査室は、各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的にコンプライアンス担当執行役員及び取締役会に報告し、

取締役会において必要に応じ執行役員を交えたうえで、改善策を審議・決定する。



４．取締役及び執行役員の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、役職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当執行役員はその目標達成のために各部門の具体的目標及び

会社の権限分配、意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ＩＴを活用して取締役会が

定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全般的な業務効率化を実現するシステムを構築する。

　具体的には、下記の経営管理システムを用いて、取締役及び執行役員の職務遂行の効率化を図る。

・定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに執行役員の職務執行の監督等を行う。

また、執行役員は取締役会に対し、月次の業務の執行状況及び取締役会より委任された事項等の進捗等を報告するとともに、

単年及び中期の計画遂行のための戦略立案を行う。

・月例の取締役及び執行役員並びに部門長をメンバーとした経営戦略会議において年１回将来の事業環境を踏まえた

中期経営計画、年度予算を策定し、全社的な目標を設定し、取締役会の承認を得るものとする。

各拠点、部門においては、その目標達成に向けた具体策を立案、実行する。

・当社の基幹システムを活用し、月次、四半期業績管理を実施する。

　５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制

　当社及び子会社と関連会社からなる企業集団の業務の適正性を確保するため、また、グループ間取引の適正をはかるため、

関係会社管理規程に基づき、財務・経理担当執行役員は関係会社に対する業務の全般を管理し、適切な監視体制及び報告体制を確保する。

子会社については、定期的な業務執行状況の報告を求め、子会社の経営方針、計画について確認と調整を行う。

また、当社の企業倫理規程を子会社にも指針として活用するとともに、定期的に当社からの内部監査を実施する。

なお、関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

　６．監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関
する事項

　現在監査役の職務を補助する使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助のためのスタッフを任命できるものとする。

　また、監査役は内部監査室長及びその所属員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、命令を受けた者は、

その命令に対して、取締役及び執行役員並びに内部監査室長の指揮命令を受けないものとする。

　７．役職員が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

　役職員は、監査役会に対して、法定の事項に加えて当社に重要な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、

コンプライアンス委員会・総務部への通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

また、会社は監査役及び監査役会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしてはならない。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制

監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、

当該請求にかかる費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じるものとする。

９．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役会と代表取締役社長との間で定期的な意見交換会を実施する。また、監査役会に対して、必要に応じて弁護士、会計士等の

専門家を雇用し、監査業務に助言を受ける機会を保証する。

　なお、監査役は会計監査人から会計監査に関する内容について説明を受けるとともに、情報交換等の連携を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社経営理念に基づいて、取締役会において決議し、当社の全役職員に配布・周知している「企業倫理規程」及び「

反社会勢力対策規程」において、「市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、

一切の関係を遮断する」旨を明文化するとともに啓蒙に努めております。

また、総務部を対応統括部署とし、警察を含む外部専門機関との連携、反社会的勢力に対する情報の収集、管理及び社内への

周知・注意喚起等を行うとともに、物品購入・製品販売等の取引開始時及び定期的に取引先に対する信用調査等を行っております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社会社情報の適時開示体制に関しましては、総務部及び経理部を担当部署として、総務部・経理部担当役員が所管いたします。

取組方法としては、上場に際し株主、一般投資家をはじめとするステークホルダーへの企業内容に関する情報提供を行うことが

重要な経営課題の一つであると認識し、今後積極的に企業情報の開示体制の整備に取り組み、四半期決算情報等の正確かつ

迅速な開示のための体制強化を図ってまいります。なお、現在月次決算に要する日数は概ね６～７営業日でありますが、

今後とも決算の早期化に努めていく所存であります。

適時開示を対象としたモニタリングは開示前に監査役のチェックを受けるほか、内部監査においても監査項目の一つとしております。

また、社内管理体制の一環として、事業推進の中心的役割の取締役会、経営戦略会議等の機関を通じて事業の状況、経営環境に関する



重要な情報を収集するなど、経営戦略会議に設置している内部情報管理委員会の管理の下、情報開示業務を行っております。

併せて、内部情報管理委員会では、重要な企業情報を知りうる立場にある特定者が、自社株式の売買により不当な利益を得る

インサイダー取引を行うことを防止するための情報管理を行い、不測の事態の発生防止に努めております。




